
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　格子状に配線された複数のデータ線及び複数の走査線と、前記各データ線と前記各走査
線の交差部に対応して配置された電気光学素子と、を備えた電気光学装置であって、
　データ線駆動回路、及び副データ線駆動回路を有してなり、
　それぞれ異なるデータ線に接続された複数の電気光学素子により画素が構成され、
　前記データ線駆動回路は、前記画素を構成する前記複数の電気光学素子のそれぞれに対
応するデータ線のすべてに接続され、
　前記副データ線駆動回路は、前記画素を構成する前記複数の電気光学素子のうち一部の
電気光学素子に対応するデータ線に接続されていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電気光学装置において、前記副データ線駆動回路が、デコーダを備え
ていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の電気光学装置において、前記データ線駆動回路及び前記副デー
タ線駆動回路のうち少なくともいずれかが、シフトレジスタを備えていることを特徴とす
る電気光学装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載の電気光学装置において、前記データ線駆動回路及び
前記副データ線駆動回路のうち少なくともいずれかが、ラッチ回路を備えていることを特

10

20

JP 3797174 B2 2006.7.12



徴とする電気光学装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれかに記載の電気光学装置において、前記データ線駆動回路及び
前記副データ線駆動回路のうち少なくともいずれかが、Ｄ／Ａコンバータ回路を備えてい
ることを特徴とする電気光学装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれかに記載の電気光学装置において、前記副データ線駆動回路に
は、前記複数のデータ線のうち、表示画面の特定領域に配されたデータ線のみを選択的に
接続したことを特徴とする電気光学装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の電気光学装置において、赤の発色が可能な前記電気
光学素子、緑の発色が可能な前記電気光学素子及び青の発色が可能な前記電気光学素子の
３ドットを１画素とすることによりカラー表示が可能となっており、前記副データ線駆動
回路には、前記三色のうちの一部の色に対応したデータ線のみを選択的に接続したことを
特徴とする電気光学装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の電気光学装置において、前記副データ線駆動回路には、前記一部の色
に対応したデータ線であって、表示画面の特定領域に配されたデータ線のみを選択的に接
続したことを特徴とする電気光学装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれかに記載の電気光学装置において、全ドット表示モードとキャ
ラクタ表示モードとの間で切換が可能となっており、前記全ドット表示モードが選択され
ている場合には、前記データ線駆動回路が有効となり、前記キャラクタ表示モードが選択
されている場合には、前記副データ線駆動回路が有効となるようになっていることを特徴
とする電気光学装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載の電気光学装置において、前記複数の走査線を駆動可
能な走査線駆動回路と、前記走査線駆動回路とは別に前記複数の走査線を駆動可能な副走
査線駆動回路とを備え、
　前記走査線駆動回路には、前記複数の走査線を接続し、前記副走査線駆動回路には、前
記複数の走査線のうちの一部のみを選択的に接続したことを特徴とする電気光学装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の電気光学装置において、前記走査線駆動回路及び前記副走査線駆動
回路のうち少なくともいずれかが、デコーダを備えていることを特徴とする電気光学装置
。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載の電気光学装置において、前記走査線駆動回路及び前記副走
査線駆動回路のうち少なくともいずれかが、シフトレジスタを備えていることを特徴とす
る電気光学装置。
【請求項１３】
　請求項１０から１２のいずれかに記載の電気光学装置において、前記副走査線駆動回路
には、前記複数の走査線のうち、表示画面の特定領域に配された走査線のみを選択的に接
続したことを特徴とする電気光学装置。
【請求項１４】
　請求項１０から１３のいずれかに記載の電気光学装置において、全ドット表示モードと
キャラクタ表示モードとの間で切換が可能となっており、前記全ドット表示モードが選択
されている場合には、前記データ線駆動回路及び走査線駆動回路が有効となり、前記キャ
ラクタ表示モードが選択されている場合には、前記副データ線駆動回路及び前記副走査線
回路が有効となるようになっていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１５】
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　請求項９又は１４に記載の電気光学装置において、前記キャラクタ表示モードが選択さ
れている場合には、前記全ドット表示モードが選択されている場合に比べて、階調数が減
じられるようになっていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１６】
　請求項９、１４又は１５のいずれかに記載の電気光学装置において、前記キャラクタ表
示モードが選択されている場合には、前記全ドット表示モードが選択されている場合に比
べて、フレーム周波数が減じられるようになっていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項１７】
　請求項９、１４、１５又は１６のいずれかに記載の電気光学装置において、前記全ドッ
ト表示モードから前記キャラクタ表示モードに移行する際に全画素を一斉にリセットでき
るようにしたことを特徴とする電気光学装置。
【請求項１８】
　請求項１から１７のいずれかに記載の電気光学装置において、一画面分の走査線が駆動
される期間内に、前記データ線駆動回路と前記副データ線回路とを切り替えて前記複数の
データ線を駆動することを特徴とする電気光学装置。
【請求項１９】
　請求項１から１８のいずれかに記載の電気光学装置において、前記電気光学素子が有機
エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２０】
　格子状に配線された複数のデータ線及び複数の走査線と、前記各データ線と前記各走査
線の交差部に対応して配置された電気光学素子と、を備え、それぞれ異なるデータ線に接
続された複数の電気光学素子により画素が構成される電気光学装置の駆動方法であって、
　前記画素を構成する電気光学素子のそれぞれに対応するデータ線のすべてを駆動可能な
データ線駆動回路と、前記画素を構成する前記複数の電気光学素子のうち一部の電気光学
素子に対応するデータ線を駆動可能な副データ線駆動回路とを切り替えて前記複数のデー
タ線を駆動することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の電気光学装置の駆動方法において、前記副データ線駆動回路が、デ
コーダを備えていることを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項２２】
　請求項２０又は２１に記載の電気光学装置の駆動方法において、前記データ線駆動回路
及び前記副データ線駆動回路のうち少なくともいずれかが、シフトレジスタを備えている
ことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項２３】
　請求項２０から２２のいずれかに記載の電気光学装置の駆動方法において、前記データ
線駆動回路及び前記副データ線駆動回路のうち少なくともいずれかが、ラッチ回路を備え
ていることを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項２４】
　請求項２０から２３のいずれかに記載の電気光学装置の駆動方法において、前記データ
線駆動回路及び前記副データ線駆動回路のうち少なくともいずれかが、Ｄ／Ａコンバータ
回路を備えていることを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項２５】
　請求項２０から２４のいずれかに記載の電気光学装置の駆動方法において、前記副デー
タ線駆動回路には、前記複数のデータ線のうち、表示画面の特定領域に配されたデータ線
のみを選択的に接続したことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項２６】
　請求項２０から２５のいずれかに記載の電気光学装置の駆動方法において、赤の発色が
可能な前記電気光学素子、緑の発色が可能な前記電気光学素子及び青の発色が可能な前記
電気光学素子の３ドットを１画素とすることによりカラー表示が可能となっており、前記
副データ線駆動回路には、前記三色のうちの一部の色に対応したデータ線のみを選択的に
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接続したことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の電気光学装置の駆動方法において、前記副データ線駆動回路には、
前記一部の色に対応したデータ線であって、表示画面の特定領域に配されたデータ線のみ
を選択的に接続したことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項２８】
　請求項２０から２７のいずれかに記載の電気光学装置の駆動方法において、全ドット表
示モードとキャラクタ表示モードとの間で切換が可能となっており、前記全ドット表示モ
ードが選択されている場合には、前記データ線駆動回路が有効となり、前記キャラクタ表
示モードが選択されている場合には、前記副データ線駆動回路が有効となるようになって
いることを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項２９】
　請求項２０から２８のいずれかに記載の電気光学装置の駆動方法において、前記複数の
走査線を接続し、当該複数の走査線を駆動可能な走査線駆動回路と、前記複数の走査線の
うちの一部のみを選択的に接続し、前記走査線駆動回路とは別に当該一部の走査線を駆動
可能な副走査線駆動回路とを切り替えて前記複数の走査線を駆動することを特徴とする電
気光学装置の駆動方法。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の電気光学装置の駆動方法において、前記走査線駆動回路及び前記副
走査線駆動回路のうち少なくともいずれかが、デコーダを備えていることを特徴とする電
気光学装置の駆動方法。
【請求項３１】
　請求項２９又は３０に記載の電気光学装置の駆動方法において、前記走査線駆動回路及
び前記副走査線駆動回路のうち少なくともいずれかが、シフトレジスタを備えていること
を特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項３２】
　請求項２９から３１のいずれかに記載の電気光学装置の駆動方法において、前記副走査
線駆動回路には、前記複数の走査線のうち、表示画面の特定領域に配された走査線のみを
選択的に接続したことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項３３】
　請求項２９から３２のいずれかに記載の電気光学装置の駆動方法において、全ドット表
示モードとキャラクタ表示モードとの間で切換が可能となっており、前記全ドット表示モ
ードが選択されている場合には、前記データ線駆動回路及び走査線駆動回路が有効となり
、前記キャラクタ表示モードが選択されている場合には、前記副データ線駆動回路及び前
記副走査線回路が有効となるようになっていることを特徴とする電気光学装置の駆動方法
。
【請求項３４】
　請求項２８又は３３に記載の電気光学装置の駆動方法において、前記キャラクタ表示モ
ードが選択されている場合には、前記全ドット表示モードが選択されている場合に比べて
、階調数が減じられるようになっていることを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項３５】
　請求項２８、３３又は３４のいずれかに記載の電気光学装置の駆動方法において、前記
キャラクタ表示モードが選択されている場合には、前記全ドット表示モードが選択されて
いる場合に比べて、フレーム周波数が減じられるようになっていることを特徴とする電気
光学装置の駆動方法。
【請求項３６】
　請求項２８、３３、３４又は３５のいずれかに記載の電気光学装置の駆動方法において
、前記全ドット表示モードから前記キャラクタ表示モードに移行する際に全画素を一斉に
リセットできるようにしたことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項３７】
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　請求項２０から３６のいずれかに記載の電気光学装置の駆動方法において、一画面分の
走査線が駆動される期間内に、前記データ線駆動回路と前記副データ線回路とを切り替え
て前記データ線を駆動することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項３８】
　請求項２０から３７のいずれかに記載の電気光学装置の駆動方法において、
　１水平走査期間内に前記データ線駆動回路と前記副データ線駆動回路とを切り替えて前
記複数のデータ線を駆動することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
【請求項３９】
　データを表示する表示装置を備えている電子機器であって、
　前記表示装置として、請求項１から１９のいずれかに記載の電気光学装置を使用したこ
とを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、電気光学装置及びその駆動方法、（ electroluminescence）素子を利用した
有機エレクトロルミネッセンス表示装置、並びに電気光学装置や有機エレクトロルミネッ
センス表示装置を備えた電子機器に関し、特に、簡易な回路構成で低消費電力化が図られ
るようにしたものである。
【０００２】
【従来の技術】
電子機器等が備えるデータを表示する電気光学装置として、液晶表示装置、電気泳動装置
、及び有機エレクトロルミネッセンス表示装置等が挙げられる。有機エレクトロルミネッ
センス表示装置は、電気光学素子である有機エレクトロルミネッセンス素子を利用して構
成されており、図１６は、従来の有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０の構成を示
す図である。なお、図１６には、有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０のうち、４
本のデータ線Ｘ１～Ｘ４及び２本の走査線Ｙ１、Ｙ２に関する部分のみを示している。
【０００３】
即ち、この有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０は、列方向に延びる複数本のデー
タ線Ｘ１～Ｘ４と、行方向に延びる複数本の走査線Ｙ１、Ｙ２と、データ線Ｘ１～Ｘ４と
平行に延び且つ端部は電源Ｖ DDに接続された共通給電線１１と、を有しており、データ線
Ｘ１～Ｘ４と走査線Ｙ１、Ｙ２との各交点に対応して、発色部としての有機エレクトロル
ミネッセンス素子１２、…、１２が設けられている。この例では、赤（Ｒ）の発色が可能
な有機エレクトロルミネッセンス素子１２、緑（Ｇ）の発色が可能な有機エレクトロルミ
ネッセンス素子１２及び青（Ｂ）の発色が可能な有機エレクトロルミネッセンス素子１２
を、最初のデータ線Ｘ１にはＲ、次のデータ線Ｘ２にはＧ、その次のデータ線Ｘ３にはＢ
、さらにその次のデータ線Ｘ４にはＲ、という具合に、各データ線Ｘ１～Ｘ４に順繰りに
対応させており、行方向に並んだ赤の発色が可能な有機エレクトロルミネッセンス素子１
２、緑の発色が可能な有機エレクトロルミネッセンス素子１２及び青の発色が可能な有機
エレクトロルミネッセンス素子１２の３ドットで一つの画素Ｐを構成していて、これによ
って、この有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０はカラー表示が可能となっている
。
【０００４】
そして、各有機エレクトロルミネッセンス素子１２の陰極側は接地されるとともに、正孔
注入側は、Ｐチャネル型の薄膜ＭＯＳトランジスタ（以下、ＰＭＯＳトランジスタと称す
。）１３を介して、共通給電線１１に接続されている。また、ＰＭＯＳトランジスタ１３
のゲートと、対応するデータ線Ｘ１～Ｘ４との間が、Ｎチャネル型の薄膜ＭＯＳトランジ
スタ（以下、ＮＭＯＳトランジスタと称す。）１４を介して接続されるとともに、ＰＭＯ
Ｓトランジスタ１３のゲートと、共通給電線１１との間に、保持容量１５が介在している
。さらに、ＮＭＯＳトランジスタ１４のゲートが、対応する走査線Ｙ１、Ｙ２に接続され
ている。これら有機エレクトロルミネッセンス素子１２、ＰＭＯＳトランジスタ１３、Ｎ
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ＭＯＳトランジスタ１４及び保持容量１５によって、いわゆるアクティブマトリックス型
の表示画面２０が構成されている。
【０００５】
走査線Ｙ１、Ｙ２の端部は、走査線駆動回路３０に接続されている。走査線駆動回路３０
は、シフトレジスタ３１と、バッファ３２とによって構成されていて、シフトレジスタ３
１の出力がバッファ３２を介して各走査線Ｙ１、Ｙ２に供給されるようになっている。よ
って、シフトレジスタ３１のシフト動作に同期して、複数の走査線Ｙ１、Ｙ２が順番に選
択されて一つずつ充電及び放電を繰り返すようになっている。
【０００６】
これに対し、データ線Ｘ１～Ｘ４の端部は、データ線駆動回路４０に接続されている。デ
ータ線駆動回路４０は、シフトレジスタ４１と、各データ線Ｘ１～Ｘ４に対応した複数の
スイッチング素子４２、…、４２とによって構成されていて、
シフトレジスタ４１の出力がスイッチング素子４２、…、４２に供給されるようになって
いる。従って、シフトレジスタ４１のシフト動作に同期して、スイッチング素子４２、…
、４２が順番に選択されて一つずつオン（導通）及びオフ（遮断）を繰り返すようになっ
ている。
【０００７】
各スイッチング素子４２、…、４２のデータ線Ｘ１～Ｘ４の逆側は、ビデオ信号線１７Ｒ
、１７Ｇ、１７Ｂのいずれかに接続されている。ここで、ビデオ信号線１７Ｒ～１７Ｂは
、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）に対応したアナログのビデオ信号電圧Ｖ IDR 、Ｖ IDG 、
Ｖ IDB を供給するための信号線であり、表示画面２０に隣接し走査線Ｙ１、Ｙ２と平行に
配線されている。よって、各データ線Ｘ１～Ｘ４は、自己に接続された有機エレクトロル
ミネッセンス素子１２の発色と同色のビデオ信号電圧Ｖ IDR 、Ｖ IDG 、Ｖ IDB が供給可能
となるように、スイッチング素子４２を介して、ビデオ信号線１７Ｒ、１７Ｇ、１７Ｂの
いずれかに接続されている。
【０００８】
そして、シフトレジスタ３１のシフト動作の周期は、シフトレジスタ４１のシフト動作に
よって全てのデータ線Ｘ１、Ｘ２、…、Ｘｎの選択が完了したタイミングで、走査線Ｙｉ
の選択を終え次の走査線Ｙ（ｉ＋１）の選択に移行できる周期となっている。
【０００９】
以上のような構成であれば、シフトレジスタ３１及びシフトレジスタ４１のシフト動作に
よって全ての走査線Ｙ１、Ｙ２、…、Ｙｍが順次選択されるとともに、各走査線Ｙ１～Ｙ
ｍが選択されている間に全てのデータ線Ｘ１、Ｘ２、…、Ｘｎが順次選択されるから、表
示画面２０の全画面を利用して画像を出力することができる。なお、各データ線Ｘ１～Ｘ
ｎにはその選択時に対応するビデオ信号線１７Ｒ～１７Ｂからビデオ信号電圧Ｖ IDR 、Ｖ
IDG 、Ｖ IDB のいずれかが供給され、そのビデオ信号電圧Ｖ IDR 、Ｖ IDG 、Ｖ IDB が、走
査線Ｙｉによって選択されているＮＭＯＳトランジスタ１４を介して保持容量１５に蓄え
られ、その保持容量１５の充電状態に応じてＰＭＯＳトランジスタ１３のチャネルが制御
され、共通給電線１１から各有機エレクトロルミネッセンス素子１２に流れる電流値がビ
デオ信号電圧Ｖ IDR 、Ｖ IDG 、Ｖ IDB に対応した値となるから、各有機エレクトロルミネ
ッセンス素子１２を所望の輝度で発光させることができる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来の有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０であっても、表示画面２０を利用
して画像を出力するという動作に関しては特に問題はなく、むしろ、全画面を利用して画
像を出力することに関しては非常に効率的な構成であった。
【００１１】
しかしながら、従来の有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０では、走査線駆動回路
３０によって走査線Ｙ１、Ｙ２、…、Ｙｍの全てを順次駆動させる一方で、データ線駆動
回路４０によってデータ線Ｘ１、Ｘ２、…、Ｘｎの全てを順次駆動させる構成であったた
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め、例えば文字や記号等のキャラクタを表示するような場合でも、全画面に対してデータ
を書き換えなければならなかった。そして、全画面に対してデータを書き換えるためには
、上述したように全データ線Ｘ１～Ｘｎ及び全走査線Ｙ１～Ｙｍを順次駆動させる必要が
あるが、特にデータ線Ｘ１～Ｘｎは、極短い周期で駆動させなければならないため、デー
タ線Ｘ１～Ｘｎに対しては高速で充電及び放電を繰り返す必要がある。また、走査線Ｙ１
～Ｙｍに関しても、キャラクタを表示しない領域に配線されているものも全て駆動する必
要があった。
【００１２】
つまり、上記従来の構成では、文字や記号等のキャラクタを表示する際にも、画像を表示
する際と同様に消費電力の大きい動作を行わなければならず、また、キャラクタを表示し
ない領域についても走査線Ｙ１～Ｙｍを駆動させる構成であったため、無駄な電力を消費
してしまう構成となっていた。
【００１３】
さらに、表示制御をすることに限らず、断線の検査やプリチャージをする場合にも、無駄
な電力を消費してしまう構成となっていた。
【００１４】
本発明は、このような従来の技術が有する未解決の課題に着目してなされたものであって
、無駄な電力消費を抑えることができる電気光学装置及びその駆動方法、有機エレクトロ
ルミネッセンス表示装置、並びに電子機器を提供することを目的としている。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明の第１の電気光学装置は、格子状に配線された複数の
データ線及び走査線と、前記データ線と前記走査線との各交差部に対応して配置された電
気光学素子と、を備えた電気光学装置であって、前記データ線を駆動可能なデータ線駆動
回路と、前記データ線駆動回路とは別に前記データ線を駆動可能な副データ線駆動回路と
、を備えていることを特徴としている。
【００１６】
　本発明の第２の電気光学装置は、本発明の第１の電気光学装置である電気光学装置にお
いて、前記データ線駆動回路には、前記複数のデータ線を接続し、前記副データ線駆動回
路には、前記複数のデータ線のうちの一部のみを選択的に接続したことを特徴としている
。
【００１７】
　本発明の第３の電気光学装置は、本発明の第１又は第２の電気光学装置において、前記
副データ線駆動回路が、デコーダを備えていることを特徴としている。
【００１８】
本発明の第４の電気光学装置は、本発明の第１から第３の電気光学装置において、前記デ
ータ線駆動回路及び前記副データ線駆動回路のうち少なくともいずれかが、シフトレジス
タを備えていることを特徴としている。
【００１９】
本発明の第５の電気光学装置は、本発明の第１から第４の電気光学装置において、前記デ
ータ線駆動回路及び前記副データ線駆動回路のうち少なくともいずれかが、ラッチ回路を
備えていることを特徴としている。
【００２０】
本発明の第６の電気光学装置は、本発明の第１から第５の電気光学装置において、前記デ
ータ線駆動回路及び前記副データ線駆動回路のうち少なくともいずれかが、Ｄ／Ａコンバ
ータ回路を備えていることを特徴としている。
【００２１】
　本発明の第７の電気光学装置は、本発明の第１から第６の電気光学装置において、前記
副データ線駆動回路には、前記複数のデータ線のうち、表示画面の特定領域に配されたデ
ータ線のみを選択的に接続したことを特徴としている。
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【００２２】
本発明の第８の電気光学装置は、本発明の第１から第７の電気光学装置において、赤の発
色が可能な前記電気光学素子、緑の発色が可能な前記電気光学素子及び青の発色が可能な
前記電気光学素子の３ドットを１画素とすることによりカラー表示が可能となっており、
前記副データ線駆動回路には、前記三色のうちの一部の色に対応したデータ線のみを選択
的に接続したことを特徴としている。
【００２３】
　本発明の第９の電気光学装置は、本発明の第８の電気光学装置において、前記副データ
線駆動回路には、前記一部の色に対応したデータ線であって、表示画面の特定領域に配さ
れたデータ線のみを選択的に接続したことを特徴としている。
【００２４】
本発明の第１０の電気光学装置は、本発明の第１から第９の電気光学装置において、全ド
ット表示モードとキャラクタ表示モードとの間で切換が可能となっており、前記全ドット
表示モードが選択されている場合には、前記データ線駆動回路が有効となり、前記キャラ
クタ表示モードが選択されている場合には、前記副データ線駆動回路が有効となるように
なっていることを特徴としている。
【００２５】
　本発明の第１１の電気光学装置は、本発明の第１から第１０の電気光学装置において、
前記複数の走査線を駆動可能な走査線駆動回路と、前記走査線駆動回路とは別に前記複数
の走査線を駆動可能な副走査線駆動回路とを備え、前記走査線駆動回路には、前記複数の
走査線を接続し、前記副走査線駆動回路には、前記複数の走査線のうちの一部のみを選択
的に接続したことを特徴としている。
【００２６】
本発明の第１２の電気光学装置は、本発明の第１１の電気光学装置において、前記走査線
駆動回路及び前記副走査線駆動回路のうち少なくともいずれかが、デコーダを備えている
ことを特徴としている。
【００２７】
本発明の第１３の電気光学装置は、本発明の第１１又は第１２の電気光学装置において、
前記走査線駆動回路及び前記副走査線駆動回路のうち少なくともいずれかが、シフトレジ
スタを備えていることを特徴としている。
【００２８】
　本発明の第１４の電気光学装置は、本発明の第１１から第１３の電気光学装置において
、前記副走査線駆動回路には、前記複数の走査線のうち、表示画面の特定領域に配された
走査線のみを選択的に接続したことを特徴としている。
【００２９】
本発明の第１５の電気光学装置は、本発明の第１１から第１４の電気光学装置において、
全ドット表示モードとキャラクタ表示モードとの間で切換が可能となっており、前記全ド
ット表示モードが選択されている場合には、前記データ線駆動回路及び走査線駆動回路が
有効となり、前記キャラクタ表示モードが選択されている場合には、前記副データ線駆動
回路及び前記副走査線回路が有効となるようになっていることを特徴としている。
【００３０】
本発明の第１６の電気光学装置は、本発明の第１０又は第１５の電気光学装置において、
前記キャラクタ表示モードが選択されている場合には、前記全ドット表示モードが選択さ
れている場合に比べて、階調数が減じられるようになっていることを特徴としている。
【００３１】
本発明の第１７の電気光学装置は、本発明の第１０、第１５及び第１６の電気光学装置に
おいて、前記キャラクタ表示モードが選択されている場合には、前記全ドット表示モード
が選択されている場合に比べて、フレーム周波数が減じられるようになっていることを特
徴としている。
【００３２】
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本発明の第１８の電気光学装置は、本発明の第１０、第１５、第１６及び第１７の電気光
学装置において、前記全ドット表示モードから前記キャラクタ表示モードに移行する際に
全画素を一斉にリセットできるようにしたことを特徴としている。
【００３３】
　本発明の第１９の電気光学装置は、本発明の第１から第１８の電気光学装置において、
一画面分の走査線が駆動される期間内に、前記データ線駆動回路と前記副データ線回路と
を切り替えて前記複数のデータ線を駆動することを特徴としている。
【００３４】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第１の電気光学装置の駆動方法は、格子状
に配線された複数のデータ線及び複数の走査線と、前記複数のデータ線と前記複数の走査
線との各交差部に対応して配置された電気光学素子と、を備えた電気光学装置の駆動方法
であって、前記複数のデータ線を駆動可能なデータ線駆動回路と、前記データ線駆動回路
とは別に前記複数のデータ線を駆動可能な副データ線駆動回路とを切り替えて前記複数の
データ線を駆動することを特徴としている。
【００３５】
　本発明の第２の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１の電気光学装置の駆動方法に
おいて、前記データ線駆動回路には、前記複数のデータ線を接続し、前記副データ線駆動
回路には、前記複数のデータ線のうちの一部のみを選択的に接続したことを特徴としてい
る。
【００３６】
　本発明の第３の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１又は第２の電気光学装置の駆
動方法において、前記副データ線駆動回路が、デコーダを備えていることを特徴としてい
る。
【００３７】
本発明の第４の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１から第３の電気光学装置の駆動
方法において、前記データ線駆動回路及び前記副データ線駆動回路のうち少なくともいず
れかが、シフトレジスタを備えていることを特徴としている。
【００３８】
本発明の第５の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１から第４の電気光学装置の駆動
方法において、前記データ線駆動回路及び前記副データ線駆動回路のうち少なくともいず
れかが、ラッチ回路を備えていることを特徴としている。
【００３９】
本発明の第６の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１から第５の電気光学装置の駆動
方法において、前記データ線駆動回路及び前記副データ線駆動回路のうち少なくともいず
れかが、Ｄ／Ａコンバータ回路を備えていることを特徴としている。
【００４０】
　本発明の第７の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１から第６の電気光学装置の駆
動方法において、前記副データ線駆動回路には、前記複数のデータ線のうち、表示画面の
特定領域に配されたデータ線のみを選択的に接続したことを特徴としている。
【００４１】
本発明の第８の電気光学装置の駆動方法は、  本発明の第１から第７の電気光学装置の駆
動方法において、赤の発色が可能な前記電気光学素子、緑の発色が可能な前記電気光学素
子及び青の発色が可能な前記電気光学素子の３ドットを１画素とすることによりカラー表
示が可能となっており、前記副データ線駆動回路には、前記三色のうちの一部の色に対応
したデータ線のみを選択的に接続したことを特徴としている。
【００４２】
　本発明の第９の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第８の電気光学装置の駆動方法に
おいて、前記副データ線駆動回路には、前記一部の色に対応したデータ線であって、表示
画面の特定領域に配されたデータ線のみを選択的に接続したことを特徴としている。
【００４３】
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本発明の第１０の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１から第９の電気光学装置の駆
動方法において、全ドット表示モードとキャラクタ表示モードとの間で切換が可能となっ
ており、前記全ドット表示モードが選択されている場合には、前記データ線駆動回路が有
効となり、前記キャラクタ表示モードが選択されている場合には、前記副データ線駆動回
路が有効となるようになっていることを特徴としている。
【００４４】
　本発明の第１１の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１から第１０の電気光学装置
の駆動方法において、前記複数の走査線を接続し、当該複数の走査線を駆動可能な走査線
駆動回路と、前記複数の走査線のうちの一部のみを選択的に接続し、前記走査線駆動回路
とは別に当該一部の走査線を駆動可能な副走査線駆動回路とを切り替えて前記複数の走査
線を駆動することを特徴としている。
【００４５】
本発明の第１２の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１１の電気光学装置の駆動方法
において、前記走査線駆動回路及び前記副走査線駆動回路のうち少なくともいずれかが、
デコーダを備えていることを特徴としている。
【００４６】
本発明の第１３の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１１又は第１２の電気光学装置
の駆動方法において、前記走査線駆動回路及び前記副走査線駆動回路のうち少なくともい
ずれかが、シフトレジスタを備えていることを特徴としている。
【００４７】
　本発明の第１４の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１１から第１３の電気光学装
置の駆動方法において、前記副走査線駆動回路には、前記複数の走査線のうち、表示画面
の特定領域に配された走査線のみを選択的に接続したことを特徴としている。
【００４８】
本発明の第１５の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１１から第１４の電気光学装置
の駆動方法において、全ドット表示モードとキャラクタ表示モードとの間で切換が可能と
なっており、前記全ドット表示モードが選択されている場合には、前記データ線駆動回路
及び走査線駆動回路が有効となり、前記キャラクタ表示モードが選択されている場合には
、前記副データ線駆動回路及び前記副走査線回路が有効となるようになっていることを特
徴としている。
【００４９】
本発明の第１６の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１０又は第１５の電気光学装置
の駆動方法において、前記キャラクタ表示モードが選択されている場合には、前記全ドッ
ト表示モードが選択されている場合に比べて、階調数が減じられるようになっていること
を特徴としている。
【００５０】
本発明の第１７の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１０、第１５及び第１６の電気
光学装置の駆動方法において、前記キャラクタ表示モードが選択されている場合には、前
記全ドット表示モードが選択されている場合に比べて、フレーム周波数が減じられるよう
になっていることを特徴としている。
【００５１】
本発明の第１８の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１０、第１５、第１６及び第１
７の電気光学装置の駆動方法において、前記全ドット表示モードから前記キャラクタ表示
モードに移行する際に全画素を一斉にリセットできるようにしたことを特徴としている。
【００５２】
本発明の第１９の電気光学装置の駆動方法は、本発明の第１から第１８の電気光学装置の
駆動方法において、一画面分の走査線が駆動される期間内に、前記データ線駆動回路と前
記副データ線回路とを切り替えて前記データ線を駆動することを特徴としている。
【００５３】
　また、上記目的を達成するために、本発明の第１の有機エレクトロルミネッセンス表示
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装置は、格子状に配設された複数の行方向配線及び複数のデータ線と、前記複数の行方向
配線及び複数のデータ線の各交点に対応して設けられた有機エレクトロルミネッセンス素
子と、前記複数のデータ線を駆動可能なデータ線駆動回路と、前記複数の行方向配線を駆
動可能な行駆動回路と、を備えた有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、
　前記データ線駆動回路とは別に、デコーダを含んで構成されたデータ線駆動用の副デー
タ線駆動回路を設け、前記データ線駆動回路には、前記複数のデータ線を接続し、前記副
データ線駆動回路には、前記複数のデータ線のうちの一部のみを選択的に接続したことを
特徴としている。
【００５４】
　本発明の第２の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、格子状に配設された複数の
行方向配線及び複数のデータ線と、前記複数の行方向配線及び複数のデータ線の各交点に
対応して設けられた有機エレクトロルミネッセンス素子と、前記複数のデータ線を駆動可
能なデータ線駆動回路と、前記行方向配線を駆動可能な行駆動回路と、を備えた有機エレ
クトロルミネッセンス表示装置において、前記データ線駆動回路とは別に、シフトレジス
タを含んで構成されたデータ線駆動用の副データ線駆動回路を設け、前記データ線駆動回
路には、前記複数のデータ線を接続し、前記副データ線駆動回路には、前記複数のデータ
線のうちの一部のみを選択的に接続したことを特徴としている。
【００５５】
本発明の第３の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第１又は第２の有機
エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記データ線駆動回路を、シフトレジスタ
を含んで構成したことを特徴としている。
【００５６】
本発明の第４の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第１から第３の有機
エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記行駆動回路を、デコーダを含んで構成
したことを特徴としている。
【００５７】
　本発明の第５の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第１から第４の有
機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記副データ線駆動回路には、前記複数
のデータ線のうち、表示画面の特定領域に配されたデータ線のみを選択的に接続したこと
を特徴としている。
【００５８】
本発明の第６の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第１から第５の有機
エレクトロルミネッセンス表示装置において、赤の発色が可能な前記有機エレクトロルミ
ネッセンス素子、緑の発色が可能な前記有機エレクトロルミネッセンス素子及び青の発色
が可能な前記有機エレクトロルミネッセンス素子の３ドットを１画素とすることによりカ
ラー表示が可能となっており、前記副データ線駆動回路には、前記三色のうちの一部の色
に対応したデータ線のみを選択的に接続したことを特徴としている。
【００５９】
本発明の第７の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第６の有機エレクト
ロルミネッセンス表示装置において、前記一部の色は緑であることを特徴としている。
【００６０】
　本発明の第８の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第６又は第７の有
機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記副データ線駆動回路には、前記一部
の色に対応したデータ線であって、表示画面の特定領域に配されたデータ線のみを選択的
に接続したことを特徴としている。
【００６１】
本発明の第９の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第１から第８の有機
エレクトロルミネッセンス表示装置において、全ドット表示モードとキャラクタ表示モー
ドとの間で切換が可能となっており、前記全ドット表示モードが選択されている場合には
、前記データ線駆動回路が有効となり、前記キャラクタ表示モードが選択されている場合
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には、前記副データ線駆動回路が有効となるようになっていることを特徴としている。
【００６２】
　本発明の第１０の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第１から第８の
有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記行駆動回路とは別に、デコーダを
含んで構成された行方向配線駆動用の副行駆動回路を設け、前記行駆動回路には、前記複
数の行方向配線を接続し、前記副行駆動回路には、前記複数の行方向配線のうちの一部の
みを選択的に接続したことを特徴としている。
【００６３】
　本発明の第１１の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第１から第８の
有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記行駆動回路とは別に、シフトレジ
スタを含んで構成された行方向配線駆動用の副行駆動回路を設け、前記行駆動回路には、
前記複数の行方向配線を接続し、前記副行駆動回路には、前記複数の行方向配線のうちの
一部のみを選択的に接続したことを特徴としている。
【００６４】
　本発明の第１２の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第１０又は第１
１の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記副行駆動回路には、前記複数
の行方向配線のうち、表示画面の特定領域に配された行方向配線のみを選択的に接続した
ことを特徴としている。
【００６５】
本発明の第１３の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第１１から第１２
の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、全ドット表示モードとキャラクタ表
示モードとの間で切換が可能となっており、前記全ドット表示モードが選択されている場
合には、前記データ線駆動回路及び行駆動回路が有効となり、前記キャラクタ表示モード
が選択されている場合には、前記副データ線駆動回路及び前記副行駆動回路が有効となる
ようになっていることを特徴としている。
【００６６】
本発明の第１４の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第９又は第１３の
有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記キャラクタ表示モードが選択され
ている場合には、前記全ドット表示モードが選択されている場合に比べて、階調数が減じ
られるようになっていることを特徴としている。
【００６７】
本発明の第１５の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第９、第１３及、
第１４の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において前記キャラクタ表示モードが選
択されている場合には、前記全ドット表示モードが選択されている場合に比べて、フレー
ム周波数が減じられるようになっていることを特徴としている。
【００６８】
本発明の第１６の有機エレクトロルミネッセンス表示装置は、本発明の第９、第１３、第
１４及び第１５の有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、前記全ドット表示モ
ードから前記キャラクタ表示モードに移行する際に全画素を一斉にリセットできるように
したことを特徴としている。
【００６９】
また、上記目的を達成するために、本発明の電子機器は、データを表示する表示装置を備
えている電子機器であって、前記表示装置は、本発明の第１から第１９の電気光学装置又
は本発明の第１から第１６の有機エレクトロルミネッセンス表示装置を使用した電気光学
表示装置からなるようにしたことを特徴としている。
【００７０】
ここで、本発明の第１の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、本来のデ
ータ線駆動回路の他に、副データ線駆動回路を備えることで、データ線駆動回路と副デー
タ線駆動回路とをデータ線の表示形態等に応じて選択的に利用する、という使用態様が可
能となる。すなわち、本来の目的として駆動されるデータ線駆動回路の他に、他の用途、
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例えば回路等の検査回路やプリチャージ回路としても使用できる副データ線駆動回路を備
えて、この副データ線駆動回路が選択的に利用可能になっている。
【００７１】
また、本発明の第２の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、副データ線
駆動回路には、データ線の一部のみを選択的に接続しているから、全データ線によって表
示を行う場合にはデータ線駆動回路を利用し、一部のデータ線によって表示を行う場合に
は副データ線駆動回路を利用する、という使用態様が可能となる。
【００７２】
　また、本発明の第３の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、副データ
線駆動回路が、デコーダを含んで構成されているから、それに接続されたデータ線のうち
の任意のデータ線を選択的に駆駆動させることもできる。
【００７３】
また、本発明の第４の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、データ線駆
動回路及び副データ線駆動回路のうち少なくともいずれかが、シフトレジスタを含んで構
成されているから、シフトレジスタを含んで構成されたデータ線駆動回路又は副データ線
駆動回路を動作させるために配線を多く設けなくても済む。
【００７４】
また、本発明の第５の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、データ線駆
動回路及び副データ線駆動回路のうち少なくともいずれかが、ラッチ回路を含んで構成さ
れているから、例えば、アドレス線を設けることなく、所望のデータ線又は走査線を駆動
させることができる。
【００７５】
また、本発明の第６の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、データ線駆
動回路及び副データ線駆動回路のうち少なくともいずれかが、Ｄ／Ａコンバータ回路を含
んで構成されていることから、例えば、電気光学装置自体にＤ／Ａコンバータ回路を備え
なくて済む。
【００７６】
また、本発明の第７の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、副データ線
駆動回路に接続されているデータ線は、画面の特定領域（データ線が画面縦方向に延びて
いるものとすると、例えば、画面の左側、中央、右側といった領域）に配されたデータ線
であるから、その副データ線駆動回路を利用してデータ線を駆動させる状況では、画面の
特定領域に限って表示を行うことができる。
【００７７】
一方、本発明の第８の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、副データ線
駆動回路を利用してデータ線を駆動させる状況では、一部の色のみを利用して表示を行う
ことができる。
【００７８】
そして、本発明の第９の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、副データ
線駆動回路を利用してデータ線を駆動させる状況では、画面の特定領域に、一部の色のみ
を利用して表示を行うことができる。
【００７９】
本発明の第１０の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、画面を構成する
全ドットを利用して画像を出力する全ドット表示モードと、文字や記号等の比較的簡易な
図形であるキャラクタを表示するキャラクタ表示モードとの二つの表示モードが選択可能
であり、本発明の第８の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法に係る発明の構成を備
えている場合には、前者はカラー表示モード、後者は一部色（単色）表示モード、と表現
することもできる。
【００８０】
そして、本発明の第１０の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法では、全ドット表示
モードを、本来のデータ線駆動回路に対応させ、キャラクタ表示モードを、副データ線駆
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動回路に対応させている。このため、全ドット表示モードが選択されている状況では、全
てのデータ線を利用して表示が行われ、キャラクタ表示モードが選択されている状況では
、一部のデータ線を利用して表示が行われることになるから、各表示モードの表示レベル
と、利用されるデータ線の本数との整合がとれる。
【００８１】
さらに、本発明の第１１の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、本来の
行駆動回路の他に、副行駆動回路を有し、その副行駆動回路には、行方向配線の一部のみ
を選択的に接続しているから、全ての行方向配線によって表示を行う場合には行駆動回路
を利用し、一部の行方向配線によって表示を行う場合には副行駆動回路を利用する、とい
う使用態様が可能となる。
【００８２】
さらにまた、本発明の第１２の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、走
査線駆動回路及び副走査線駆動回路のうち少なくともいずれかが、デコーダを含んで構成
されているから、それに接続された走査線のうちの任意の走査線を選択的に駆動させるこ
ともできる。
【００８３】
そして、本発明の第１３の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、走査線
駆動回路及び副走査線駆動回路のうち少なくともいずれかが、シフトレジスタを含んで構
成されているから、シフトレジスタを含んで構成された走査線駆動回路及び副走査線駆動
回路を動作させるために配線を多く設けなくても済む。
【００８４】
そしてまた、本発明の第１４の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、副
走査線駆動回路に接続されている走査線は、画面の特定領域（走査線が画面横方向に延び
ているものとすると、例えば、画面の上段、中段、下段といった領域）に配された走査線
であるから、その副走査線駆動回路を利用して走査線を駆動させる状況では、画面の特定
領域に限って表示を行うことができる。従って、この本発明の第１４の電気光学装置及び
電気光学装置の駆動方法が、上記本発明の第７の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方
法の構成を備えていれば、画面の左上段、中央上段、右下段、というようなさらに細かい
領域を特定領域とすることができる。
【００８５】
本発明の第１５の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、全ドット表示モ
ードを、本来の走査線駆動回路に対応させ、キャラクタ表示モードを、副走査線駆動回路
に対応させているから、全ドット表示モードが選択されている状況では、全ての走査線を
利用して表示が行われ、キャラクタ表示モードが選択されている状況では、一部の走査線
を利用して表示が行われることになり、各表示モードの表示レベルと、利用される走査線
の本数との整合がとれる。
【００８６】
そして、本発明の第１６の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、例えば
、キャラクタ表示モードが選択されている場合には、階調数を最低の２（つまり、各電気
光学素子は、発色しているか、発色していないかの二状態しかない。）とし、全ドット表
示モードが選択されている場合には、階調数を３以上とする、という使用態様も採用でき
る。
【００８７】
また、本発明の第１７の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、キャラク
タ表示モードが選択されている場合には、フレーム周波数を減らし、その分、走査線やデ
ータ線の選択期間（駆動させている期間）を長くすることができる。
【００８８】
さらに、本発明の第１８の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、一斉に
リセットできるようにしたため、画像を消去するために全画面を走査する動作が不要とな
り、かかる全画面を操作する際に消費される余分な消費電力を抑えることができる。また
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、キャラクタ表示モードに移行し文字や記号等が表示されたときに、それら文字や記号等
の判別を困難にするノイズが画面に残るようなことが防止される。
【００８９】
また、本発明の第１９の電気光学装置及び電気光学装置の駆動方法にあっては、一画面分
の走査線が駆動される期間内に、データ線駆動回路と副データ線回路とを切り替えてデー
タ線を駆動することで、一画面内の表示期間内にデータ線駆動回路による画像と副データ
線駆動回路による画像とを表示することができる。例えば、ここで、データ線駆動回路と
副データ線駆動回路との駆動時期については、走査線駆動期間の前半にデータ線駆動回路
によりデータ線を駆動し、後半に副データ線駆動回路によりデータ線を駆動したり、その
逆に、前半に副データ線駆動回路によりデータ線を駆動し、後半にデータ線駆動回路によ
りデータ線を駆動したりする。
【００９０】
また、本発明の第１の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっては、本来のデータ
線駆動回路の他に、副データ線駆動回路を有し、その副データ線駆動回路には、データ線
の一部のみを選択的に接続しているから、全データ線によって表示を行う場合にはデータ
線駆動回路を利用し、一部のデータ線によって表示を行う場合には副データ線駆動回路を
利用する、という使用態様が可能となる。しかも、副データ線駆動回路は、デコーダを含
んで構成されているから、それに接続されたデータ線のうちの任意のデータ線を選択的に
駆動させることもできる。
【００９１】
また、本発明の第２の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっても、副データ線駆
動回路を有し、その副データ線駆動回路にデータ線の一部のみを選択的に接続しているか
ら、全データ線によって表示を行う場合にはデータ線駆動回路を利用し、一部のデータ線
によって表示を行う場合には副データ線駆動回路を利用する、という使用態様が可能とな
る。また、この本発明の第２有機エレクトロルミネッセンス表示装置では、副データ線駆
動回路は、シフトレジスタを含んで構成されているから、その副データ線駆動回路を動作
させるために多くの配線を設けなくても済む。
【００９２】
本発明の第３の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっては、データ線駆動回路を
シフトレジスタを含んで構成しているから、それによって駆動されるデータ線の本数が多
数であっても、データ線駆動回路を動作させるための配線数を極端に多くしないで済む。
【００９３】
また、本発明の第４の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっては、行駆動回路を
デコーダによって構成しているため、副データ線駆動回路を利用する場合に、必要な行方
向配線だけを駆動させるという使用態様も可能となる。
【００９４】
なお、この本発明の第４の有機エレクトロルミネッセンス表示装置では、本来のデータ線
駆動回路を利用して画面全体に画像を出力する場合にも、デコーダによって行方向配線を
順に選択し駆動させる必要がある。しかし、行方向配線の駆動周期は、データ線の駆動周
期に比べて大幅に長いため、デコーダに接続されるアドレス選択用の配線が多数であって
も、それらアドレス選択用の配線の充電及び放電の周期が極端に短くなる訳ではないから
、アドレス選択用の配線の駆動に伴って消費電力が極端に大きくなるようなことはない。
【００９５】
そして、本発明の第５の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっては、副データ線
駆動回路に接続されているデータ線は、画面の特定領域（データ線が画面縦方向に延びて
いるものとすると、例えば、画面の左側、中央、右側といった領域）に配されたデータ線
であるから、その副データ線駆動回路を利用してデータ線を駆動させる状況では、画面の
特定領域に限って表示を行うことができる。
【００９６】
一方、本発明の第６の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっては、副データ線駆
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動回路を利用してデータ線を駆動させる状況では、一部の色のみを利用して表示を行うこ
とができる。特に、本発明の第７の有機エレクトロルミネッセンス表示装置では、副デー
タ線駆動回路を利用してデータ線を駆動させる状況では、現在報告されている有機ＥＬ材
料の中で最も発光輝度及び発光効率の良い緑（Ｇ）によって表示が行われる。
【００９７】
そして、本発明の第８の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっては、副データ線
駆動回路を利用してデータ線を駆動させる状況では、画面の特定領域に、一部の色のみを
利用して表示を行うことができる。
【００９８】
本発明の第９の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっては、画面を構成する全ド
ットを利用して画像を出力する全ドット表示モードと、文字や記号等の比較的簡易な図形
であるキャラクタを表示するキャラクタ表示モードとの二つの表示モードが選択可能であ
り、本発明の第６又は第７の有機エレクトロルミネッセンス表示装置の構成を備えている
場合には、前者はカラー表示モード、後者は一部色（単色）表示モード、と表現すること
もできる。
【００９９】
そして、本発明の第９の有機エレクトロルミネッセンス表示装置では、全ドット表示モー
ドを、本来のデータ線駆動回路に対応させ、キャラクタ表示モードを、副データ線駆動回
路に対応させている。このため、全ドット表示モードが選択されている状況では、全ての
データ線を利用して表示が行われ、キャラクタ表示モードが選択されている状況では、一
部のデータ線を利用して表示が行われることになるから、各表示モードの表示レベルと、
利用されるデータ線の本数との整合がとれる。
【０１００】
さらに、本発明の第１０の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっては、本来の行
駆動回路の他に、副行駆動回路を有し、その副行駆動回路には、行方向配線の一部のみを
選択的に接続しているから、全ての行方向配線によって表示を行う場合には行駆動回路を
利用し、一部の行方向配線によって表示を行う場合には副行駆動回路を利用する、という
使用態様が可能となる。しかも、副行駆動回路は、デコーダを含んで構成されているから
、それに接続された行方向配線のうちの任意の行方向配線を選択的に駆動させることもで
きる。
【０１０１】
また、本発明の第１１の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっても、副行駆動回
路を有し、その副行駆動回路に行方向配線の一部のみを選択的に接続しているから、全て
の行方向配線によって表示を行う場合には行駆動回路を利用し、一部の行方向配線によっ
て表示を行う場合には副行駆動回路を利用する、という使用態様が可能となる。また、こ
の本発明の第１１の有機エレクトロルミネッセンス表示装置では、副行駆動回路は、シフ
トレジスタを含んで構成されているから、その副行駆動回路を動作させるために多くの配
線を設けなくても済む。
【０１０２】
そして、本発明の第１２の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっては、副行駆動
回路に接続されている行方向配線は、画面の特定領域（行方向配線が画面横方向に延びて
いるものとすると、例えば、画面の上段、中段、下段といった領域）に配された行方向配
線であるから、その副行駆動回路を利用して行方向配線を駆動させる状況では、画面の特
定領域に限って表示を行うことができる。従って、この本発明の第１２の有機エレクトロ
ルミネッセンス表示装置が、上記本発明の第５の有機エレクトロルミネッセンス表示装置
の構成を備えていれば、画面の左上段、中央上段、右下段、というようなさらに細かい領
域を特定領域とすることができる。
【０１０３】
本発明の第１３の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっては、全ドット表示モー
ドを、本来の行駆動回路に対応させ、キャラクタ表示モードを、副行駆動回路に対応させ
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ているから、全ドット表示モードが選択されている状況では、全ての行方向配線を利用し
て表示が行われ、キャラクタ表示モードが選択されている状況では、一部の行方向配線を
利用して表示が行われることになり、各表示モードの表示レベルと、利用される行方向配
線の本数との整合がとれる。
【０１０４】
そして、本発明の第１４の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっては、例えば、
キャラクタ表示モードが選択されている場合には、階調数を最低の２（つまり、各有機Ｅ
Ｌ素子は、発色しているか、発色していないかの二状態しかない。）とし、全ドット表示
モードが選択されている場合には、階調数を３以上とする、という使用態様も採用できる
。
【０１０５】
また、本発明の第１５の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっては、キャラクタ
表示モードが選択されている場合には、フレーム周波数を減らし、その分、行方向配線や
データ線の選択期間（駆動させている期間）を長くすることができる。
【０１０６】
さらに、本発明の第１６の有機エレクトロルミネッセンス表示装置にあっては、一斉にリ
セットできるようにしたため、画像を消去するために全画面を走査する動作が不要となり
、かかる全画面を操作する際に消費される余分な消費電力を抑えることができる。また、
キャラクタ表示モードに移行し文字や記号等が表示されたときに、それら文字や記号等の
判別を困難にするノイズが画面に残るようなことが防止される。
【０１０７】
本発明の第２０の電気光学装置の駆動方法は、１水平走査期間内に前記データ線駆動回路
と前記副データ線駆動回路とを切り替えて前記データ線を駆動することを特徴とする。例
えば、１水平走査期間内に画像信号などのデータ数の多い情報を前記データ線駆動回路を
介して供給する期間と、文字情報を前記副データ線駆動回路を介して供給する期間と、を
設けることができる。この場合、画像信号などデータ数の多い情報を供給する期間を、文
字情報を供給する期間に比べて長めに設定することが好ましい。
【０１０８】
また、本発明の電子機器は、データを表示する表示装置を備えている電子機器であり、表
示装置として、上記本発明の第１から第１９の電気光学装置又は上記本発明の第１から第
１６の有機エレクトロルミネッセンス表示装置を使用したことで、本発明が適用されたこ
とによる電気光学装置又は有機エレクトロルミネッセンス表示装置における上記効果をも
つことができる。
【０１０９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【０１１０】
図１は本発明の第１の実施の形態の構成を示す図であって、有機エレクトロルミネッセン
ス表示装置１０の構成を示す回路図である。なお、図１６に示した従来の有機エレクトロ
ルミネッセンス表示装置と同じ構成には同じ符号を付し、その同じ構成に関する詳細な説
明は省略する。
【０１１１】
即ち、本実施の形態の有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０であっても、複数のデ
ータ線Ｘ１、Ｘ２、…、Ｘｎと、行方向配線としての複数の走査線Ｙ１、Ｙ２、…、Ｙｍ
とが格子状に配設され、それらデータ線Ｘ１～Ｘｎと走査線Ｙ１～Ｙｍとの各交点に、図
１６の場合と同様にＲ、Ｇ、Ｂの各色に対応した有機エレクトロルミネッセンス素子や保
持容量等が配されており、そして、データ線Ｘ１～Ｘｎ用のデータ線駆動回路４０と、走
査線Ｙ１～Ｙｍ駆動用の、行駆動回路としての走査線駆動回路３０とを備えている。
【０１１２】
但し、本実施の形態では、走査線駆動回路３０は、シフトレジスタではなく、デコーダ３
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３を含んで構成されている。従って、デコーダ３３の動作を適宜制御することにより、走
査線Ｙ１～Ｙｍをシフトレジスタを用いた場合と同様に順番に駆動させることも可能であ
るし、任意の走査線Ｙ１～Ｙｍを任意のタイミングで駆動させることも可能である。
【０１１３】
また、データ線駆動回路４０のシフトレジスタ４１にはイネーブル信号Ｅ nblXが供給され
、走査線駆動回路３０のデコーダ３３にはイネーブル信号Ｅ nblYが供給されるようになっ
ている。ここで、データ線駆動回路４０は、例えば、画素部とされる表示画面２０と同一
基板上に一体とされて配置されている。
【０１１４】
イネーブル信号Ｅ nblX及びＥ nblYは、通常はローレベル（論理値“０”）の信号であって
、ローレベルのイネーブル信号Ｅ nblX及びＥ nblYが供給されている間は、シフトレジスタ
４１及びデコーダ３３は、通常の動作を行うようになっている。これに対し、ハイレベル
（論理値“１”）のイネーブル信号Ｅ nblXが供給されているシフトレジスタ４１は、スイ
ッチング素子４２の全てを同時にオン状態とするようになっており、ハイレベルのイネー
ブル信号Ｅ nblYが供給されているデコーダ３３は、全ての走査線Ｙ１～Ｙｍを同時に駆動
させるようになっている。
【０１１５】
なお、ハイレベルのイネーブル信号Ｅ nblXが生成されている間は、ビデオ信号線１７Ｒ～
１７Ｂ上のビデオ信号電圧Ｖ IDR 、Ｖ IDG 、Ｖ IDB は、全てハイレベル（アナログ電圧信
号であるため、正確には、取り得る範囲の最高電位）に固定されるようになっている。
【０１１６】
また、この有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０は、ビデオ信号線１７Ｒ～１７Ｂ
上のビデオ信号電圧Ｖ IDR 、Ｖ IDG 、Ｖ IDBをアナログ信号としてデータ線Ｘ１～Ｘｎ用
に出力するいわゆるアナログ階調方式を採用しており、この場合、Ｄ／Ａコンバータ回路
を備えることになるが、Ｄ／Ａコンバータ回路は、例えば、データ線駆動回路４０が備え
てもよく、或いは、シフトレジスタ４１とスイッチング素子４２、…、４２が表示画面２
０に一体とされた一体とされたデータ線駆動回路４０とは別に配置されて、外付けのＩＣ
ドライバの一部としてされているような構成でもよい。
【０１１７】
そして、有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０は、データ線駆動回路４０とは別に
、副データ線駆動回路５０を備えている。この副データ線駆動回路５０は、例えば、表示
画面２０と同一基板上に一体とされて配置されている。
【０１１８】
副データ線駆動回路５０は、デコーダ５１と、複数のスイッチング素子５２、…、５２と
を含んで構成されていて、デコーダ５１の出力がスイッチング素子５２、…、５２に供給
されるようになっている。従って、デコーダ５１の出力に応じて、任意のスイッチング素
子５２、…、５２が任意のタイミングでオン・オフするようになっている。
【０１１９】
スイッチング素子５２、…、５２の一端側は、データ線Ｘ１～Ｘｎのうち、緑（Ｇ）の発
色が可能な有機エレクトロルミネッセンス素子に対応したデータ線Ｘ２、Ｘ５、Ｘ８、…
、Ｘ（ｎ－１）に接続されている。つまり、データ線駆動回路４０には、データ線Ｘ１～
Ｘｎの全てが接続されているが、副データ線駆動回路５０には、データ線Ｘ１～Ｘｎの一
部であるＧの発色が可能な有機エレクトロルミネッセンス素子に対応したデータ線Ｘ２、
Ｘ５、Ｘ８、…、Ｘ（ｎ－１）のみが選択的に接続されている。
【０１２０】
また、スイッチング素子５２、…、５２の他端側は、有機エレクトロルミネッセンス素子
を発色させるためのキャラクタ表示用電圧Ｖ CHR が供給される電源配線５３に接続されて
いる。なお、本実施の形態では、従来（図１６参照）と同様に、有機エレクトロルミネッ
センス素子１２と共通給電線１１との間にＰＭＯＳトランジスタ１３を設けた構成である
から、キャラクタ表示用電圧Ｖ CHR は、有機エレクトロルミネッセンス素子を発光させる
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際にはローレベルの電圧（例えば、接地電圧）となり、有機エレクトロルミネッセンス素
子を消灯させる際にはハイレベルの電圧となる。
【０１２１】
本実施の形態の有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０の基本構成は上記の通りであ
るが、その使用態様としては、表示画面２０の全ドットを使用して画像を表示するモード
（全ドット表示モード、若しくはカラー表示モード）と、表示画面２０のうち緑（Ｇ）の
みを発光させて文字や記号等を表示するモード（キャラクタ表示モード、若しくは単色表
示モード）との、二つのモードを設定し使い分ける態様が考えられる。
【０１２２】
そして、前者のカラー表示モードは、走査線駆動回路３０とデータ線駆動回路４０とが有
効となって表示画面２０の表示制御が行われ、後者の単色表示モードでは、走査線駆動回
路３０と副データ線駆動回路５０とが有効となって表示画面２０の表示制御が行われるよ
うにする。
【０１２３】
この場合、カラー表示モードでは、アナログ電圧であるビデオ信号電圧Ｖ IDR 、Ｖ IDG 、
Ｖ IDB によって発光が制御されることになるから、各色毎に例えば８段階の階調が与えら
れる。これに対し、単色モードでは、ローレベル及びハイレベルの二段階に変化するキャ
ラクタ表示用電圧Ｖ CHR によって発光が制御されることになるから、有機エレクトロルミ
ネッセンス素子には、発色しているか、発色していないかの二状態しかない、つまり階調
数は２となっている。このように、単色表示モードが選択されている場合には、カラー表
示モードが選択されている場合に比べて、階調数が減じられることになる。
【０１２４】
図２は、本実施の形態における有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０の各信号の状
態を示す波形図であって、カラー表示モード選択期間Ｔ１から単色表示モード選択期間Ｔ
２に移行する際を示している。
【０１２５】
カラー表示モード選択期間Ｔ１では、走査線駆動回路３０及びデータ線駆動回路４０が有
効となっていて、走査線駆動回路３０のデコーダ３３が各走査線Ｙ１～Ｙｍを順番に駆動
するとともに、走査線Ｙ１～Ｙｍの一つが駆動されている間に、データ線駆動回路４０の
シフトレジスタ４１が、スイッチング素子４２、…、４２を順番に一つずつオンとする動
作を全てのスイッチング素子４２、…、４２に対して行う。図２のカラー表示モード選択
期間Ｔ１では、走査線Ｙ１～Ｙ６が順番に駆動されている様子が示されており、実際には
、全ての走査線Ｙ１～Ｙｍが同様に駆動され、一つの走査線Ｙｉが駆動されている間に、
全てのデータ線Ｘ１～Ｘｎが一つずつ順番に高速で駆動される。
【０１２６】
また、カラー表示モード選択期間Ｔ１では、走査線Ｙ１～Ｙｍ及びデータ線Ｘ１～Ｘｎの
駆動タイミングに同期し、表示したい画像データを各画素毎及び原色毎にアナログ電圧で
表現したビデオ信号電圧Ｖ IDR 、Ｖ IDG 、Ｖ IDB が、高速で切り換えられる。
【０１２７】
このため、データ線駆動回路４０によるデータ線Ｘ１～Ｘｎの駆動が一巡する毎に、一つ
の走査線Ｙｉ分の画像データが表示画面２０に出力され、走査線駆動回路３０による走査
線Ｙ１～Ｙｍの駆動が一巡する毎に、全画面分の画像データが表示画面２０に出力される
。
【０１２８】
カラー表示モード選択期間Ｔ１から単色表示モード期間Ｔ２に移行するときには、先ず、
それまでローレベルであったイネーブル信号Ｅ nblX及びＥ nblYが、ハイレベルとなる。す
ると、デコーダ回路３３は全ての走査線Ｙ１～Ｙｍを同時に駆動させ、シフトレジスタ４
１は全てのスイッチング素子４２、…、４２をオン状態とする。このとき、ビデオ信号電
圧Ｖ IDR 、Ｖ IDG 、Ｖ IDB もハイレベルに固定される。よって、表示画面２０内の全ての
保持容量にハイレベルの電圧が充電されて、有機エレクトロルミネッセンス素子と共通給
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電線との間が遮断されるから、全ての有機エレクトロルミネッセンス素子は非発光状態と
なる。つまり、表示画面２０内の全ての画素が一斉にリセットされることになる。
【０１２９】
かかるリセット動作が保証される時間が経過した後に、ハイレベルであったイネーブル信
号Ｅ nblX及びＥ nblYは再びローレベルに戻り、それ以降はローレベルに固定される。イネ
ーブル信号Ｅ nblX及びＥ nblYがローレベルに戻ると、デコーダ回路３１は全ての走査線Ｙ
１～Ｙｍを同時にローレベルに戻し、シフトレジスタ４１は全てのスイッチング素子４２
、…、４２を同時にオフ状態に戻す。このとき、ビデオ信号電圧Ｖ IDR 、Ｖ IDG 、Ｖ IDB 
もローレベルに戻され、それ以降はローレベルに固定される。
【０１３０】
次に、データ線駆動回路４０の代わりに、副データ線駆動回路５０が有効となり、単色表
示モード期間Ｔ２における表示制御が開始される。
【０１３１】
そして、単色表示モード期間Ｔ２では、デコーダ３３により任意の走査線Ｙ１～Ｙｍが任
意のタイミングで駆動され、デコーダ５１によりＧに対応した任意のデータ線Ｘ２、Ｘ５
、Ｘ８、…、Ｘ（ｎ－１）と電源配線５３との間が任意のタイミングで接続されることに
なるから、任意の保持容量に任意のタイミングで充電を行うことができる。このとき、電
源配線５３にはローレベルのキャラクタ表示用電圧Ｖ CHR が供給されているから、デコー
ダ３３及び５１によって選択された保持容量には、ローレベルの電圧が保持され、有機エ
レクトロルミネッセンス素子と共通給電線との間が導通して、その有機エレクトロルミネ
ッセンス素子は発光状態となる。
【０１３２】
つまり、単色表示モード期間Ｔ２では、任意のドット（但し、Ｇのみ）だけを点灯するこ
とができるから、表示したい文字や記号等のキャラクタの形状に合わせて任意のドットを
点灯させることにより、表示画面２０にキャラクタが出力される。
【０１３３】
このように、電源配線５３にローレベルのキャラクタ表示用電圧Ｖ CHR を供給した状態で
、ランダムアクセスが可能なデコーダ３３及び５１によって消灯している任意のドットを
選択すると、そのドットは消灯状態から点灯状態に移行するし、また、電源配線５３にハ
イレベルのキャラクタ表示用電圧Ｖ CHR を供給した状態でデコーダ３３及び５１によって
点灯している任意のドットを選択すると、そのドットは点灯状態から消灯状態に移行する
から、キャラクタを新たに表示した部分や書き換えたい部分だけを順次選択しながらキャ
ラクタ表示を行うことができる。
【０１３４】
従って、本実施の形態の構成であれば、単色表示モード期間Ｔ２でキャラクタ表示を行う
際には、必要な走査線Ｙ１～Ｙｍ及びデータ線Ｘ２、Ｘ５、…、Ｘｎだけを駆動させれば
済むため、表示に関係しない領域に配線された走査線やデータ線を無駄に駆動させる必要
がなく、その分、消費電力の低減が図られる。
【０１３５】
また、駆動させる必要のある走査線及びデータ線の本数が少なくなれば、フレーム周波数
を減らすことも可能であり、フレーム周波数が減った分、走査線Ｙ１～Ｙｍやデータ線Ｘ
２、Ｘ５、…、Ｘｎの選択期間を長くできる（図２には、カラー表示モード期間Ｔ１に比
べて単色表示モード期間Ｔ２の方が、走査線の選択期間が長くなっている様子が示されて
いる。）から、充電や放電に要する時間を長く設定でき、高速で駆動させる場合に比べて
消費電力を低減することができる。
【０１３６】
さらに、本実施の形態では、単色表示モード期間Ｔ２では、単色（Ｇのみ）でキャラクタ
を表示するようになっており、しかも階調数を２として中間調を使用しないようになって
いるから、フルカラーでキャラクタを表示していた従来の有機エレクトロルミネッセンス
表示装置に比べて、消費電力を大幅に低減することができる。
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【０１３７】
また、単色表示モードでは緑（Ｇ）を利用する構成であり、現在実用に供されているＧの
発光材料は、Ｒの発光材料やＢの発光材料に比べて、図３に示すように発光輝度に優れる
とともに、図４に示すように発光効率にも優れている。このため、キャラクタを表示する
際に同程度の輝度や発光量を得るためには、本実施の形態のようにＧの発光材料を利用す
ることが、他の材料を利用することに比べて最も消費電力を小さくできるのである。
【０１３８】
以上のように、本実施の形態の構成であれば、種々の点で消費電力の低減が図られている
から、全体として、従来の有機エレクトロルミネッセンス表示装置に比べて、格別の低消
費電力化を図ることができ、その結果、携帯情報端末（携帯電話）のように少しでも消費
電力の低減が必要な電子機器用の表示装置として特に好適である。
【０１３９】
図５は、本発明の第２の実施の形態を示す図であって、有機エレクトロルミネッセンス表
示装置１０の構成を示す回路図である。なお、上記第１の実施の形態と同じ構成には、同
じ符号を付し、その重複する説明は省略する。
【０１４０】
先ず、本実施の形態の有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０の基本的な構成は、上
記第１の実施の形態と同様であり、異なるのは、走査線駆動回路３０を、シフトレジスタ
３１を含んで構成した点と、副データ線駆動回路５０に、Ｇの発色が可能な有機エレクト
ロルミネッセンス素子に対応したデータ線Ｘ２、Ｘ５、Ｘ８、…、Ｘ（ｎ－１）のうちの
一部のみを選択的に接続した点と、走査線駆動回路３０とは別に、副行駆動回路としての
副走査線駆動回路６０を設けた点と、の三つである。
【０１４１】
即ち、走査線駆動回路３０は、図１６に示した従来の有機エレクトロルミネッセンス表示
装置１０の場合と同様に、シフトレジスタ３１及びバッファ３２によって構成されている
。但し、シフトレジスタ３１には、上記第１の実施の形態と同様のイネーブル信号Ｅ nblY
が入力されるようになっており、ハイレベルのイネーブル信号Ｅ nblYが入力されると、シ
フトレジスタ３１は、全ての走査線Ｙ１～Ｙｍを同時に駆動させるようになっている。
【０１４２】
また、副データ線駆動回路５０のデコーダ５１は、スイッチング素子５２のオン・オフを
制御するようになっていることは上記第１の実施の形態と同様であるが、スイッチング素
子５２を介して電源配線５３に接続可能となっているデータ線を、Ｇの発色が可能な有機
エレクトロルミネッセンス素子に対応したデータ線Ｘ２、Ｘ５、Ｘ８、…、Ｘ（ｎ－１）
の全てではなく、表示画面２０の特定領域に配されたデータ線（図５では、データ線Ｘ５
、Ｘ８）のみとしている。
【０１４３】
そして、副走査線駆動回路６０は、デコーダ６１と、バッファ６２とで構成されており、
バッファ６２の出力側には、走査線Ｙ１～Ｙｍのうち表示画面２０の特定領域に配された
走査線（図５では、走査線Ｙ２、Ｙ３、Ｙ５、Ｙ６）のみが選択的に接続されている。従
って、副走査線駆動回路６０が有効になっている状況では、デコーダ６１の出力に応じて
、一部の走査線Ｙ２、Ｙ３、Ｙ５、Ｙ６、…のうちの任意の走査線が任意のタイミングで
駆動できるようになっている。
【０１４４】
本実施の形態の構成であっても、カラー表示モード期間Ｔ１では、走査線駆動回路３０及
びデータ線駆動回路４０が有効となって、従来の有機エレクトロルミネッセンス表示装置
と同様の表示制御が行われる。
【０１４５】
そして、単色表示モード期間Ｔ２に移行する際には、上記第１の実施の形態と同様に、イ
ネーブル信号Ｅ nblX及びＥ nblYがハイレベルとなり、シフトレジスタ３１によって全ての
走査線Ｙ１～Ｙｍが同時に駆動され、シフトレジスタ４１によって全てのスイッチング素
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子４２、…、４２がオン状態となり、ビデオ信号電圧Ｖ IDR 、Ｖ IDG 、Ｖ IDB もハイレベ
ルに固定され、表示画面２０内の全ての画素が一斉にリセットされる。
【０１４６】
次いで、イネーブル信号Ｅ nblX及びＥ nblYがローレベルに戻った後に、副走査線駆動回路
６０及び副データ線駆動回路５０が有効となる。
【０１４７】
よって、デコーダ６１により一部の走査線Ｙ２、Ｙ３、Ｙ５、Ｙ６、…のうちの任意の走
査線が意のタイミングで駆動され、デコーダ５１によりＧに対応した任意のデータ線Ｘ５
、Ｘ８、…、と電源配線５３との間が任意のタイミングで接続されることになるから、表
示画面２０の特定領域に配されたドットに対応する任意の保持容量に任意のタイミングで
充電を行うことができる。
【０１４８】
つまり、単色表示モード期間Ｔ２では、表示画面２０の特定領域に配された任意のドット
（但し、Ｇのみ）だけを点灯することができるから、その表示したい文字や記号等のキャ
ラクタの形状に合わせて任意のドットを点灯させることにより、表示画面２０の特定領域
にキャラクタが出力される。
【０１４９】
このように、上記第１の実施の形態では表示画面２０の全面、この第２の実施の形態では
表示画面２０の特定領域、という違いはあるものの、本実施の形態であっても、上記第１
の実施の形態と同様の作用効果が得られる。
【０１５０】
そして、本実施の形態にあっては、カラー表示モード期間Ｔ１では、シフトレジスタ３１
を備えた走査線駆動回路３０を利用し、単色表示モード期間Ｔ２ではデコーダ６１を備え
た副走査線駆動回路６０を利用するようにしており、その副走査線駆動回路６０には一部
の走査線のみを駆動できるようにしているから、走査線駆動回路３０をデコーダで構成し
た上記第１の実施の形態に比べて、配線数を大幅に少なくすることができ、デコーダ６１
を駆動させるための消費電力はデコーダ３３を駆動させるための消費電力よりも少なくて
済むから、有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０のさらなる消費電力の低減が図ら
れるようになっている。
【０１５１】
また、副データ線駆動回路５０に関しても、デコーダ５１によってオン・オフが制御され
るスイッチング素子５２の個数が上記第１の実施の形態よりも少なくなっているから、そ
の分、配線数が少なくなって消費電力の低減が図られるようになっている。
【０１５２】
図６及び図７は本発明の第３の実施の形態を示す図であり、図６は、有機エレクトロルミ
ネッセンス表示装置１０の構成を示す回路図である。なお、上記第１、２の実施の形態と
同じ構成には、同じ符号を付し、その重複する説明は省略する。
【０１５３】
即ち、本実施の形態の有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０は、各画素Ｐ毎の発光
状態をディジタルデータによって制御するために、各ドット毎に複数ビット（この例では
、６ビット）の情報量を有するデータ線Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、…、Ｘｎが配されており、ま
た、行方向には、行方向配線としての書き込み制御線Ｗｉ、／Ｗｉと、後述のインバータ
を動作させるための電源線Ｖ DD、Ｖ SSと、有機エレクトロルミネッセンス素子を発光させ
るための給電線Ｖ Oエレクトロルミネッセンス  とが配されている。
【０１５４】
図７は、有機エレクトロルミネッセンス素子１２を発光させる回路構成を示した回路図で
あって、同図に示すように、６ビットの配線ｄ０～ｄ５からなるデータ線Ｘｉと、互いに
相補の関係にある二本の書き込み制御線Ｗｉ、／Ｗｉとの交点に対応して、６ビットのデ
ィジタル情報を記憶可能な記憶回路７０が設けられている。
【０１５５】
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記憶回路７０の１ビット毎の記憶部分は、二つのインバータ７１、７２をたすき掛けに接
続してなるデータ保持部７３を中心に構成されていて、そのデータ保持部７３の一方のノ
ードに、別のインバータ７４を介して、データ線Ｘｉを構成するいずれかの配線ｄ０～ｄ
５上のデータが供給されるようになっており、データ保持部７３の他方のノードは、ＰＭ
ＯＳトランジスタ７５、…、７５のいずれかのゲートに接続されている。
【０１５６】
そして、本実施の形態では、有機エレクトロルミネッセンス素子１２のそれぞれが、面積
の異なる六つの領域から構成されていて、それら六つの領域のそれぞれの面積をＳ１～Ｓ
６とすると、その比は、
Ｓ１：Ｓ２：Ｓ３：Ｓ４：Ｓ５：Ｓ６＝１：２：４：８：１６：３２
となっている。その有機エレクトロルミネッセンス素子１２の各領域には、いずれかのＰ
ＭＯＳトランジスタ７５を介して給電線Ｖ Oエレクトロルミネッセンス  から電流が供給可
能となっている。
【０１５７】
また、記憶回路７０には、書き込み制御線Ｗｉ、／Ｗｉ上の信号が供給されるとともに、
電源線Ｖ DD、Ｖ SSの電位が供給されていて、各インバータ７１、７２、７３は電源線Ｖ DD
、Ｖ SSの電圧をハイレベル及びローレベルとして動作するようになっており、さらに、書
き込み制御線Ｗｉがハイレベル（従って、書き込み制御線／Ｗｉがローレベル）の場合に
は、インバータ７４が活性状態、インバータ７２が不活性状態となり、書き込み制御線Ｗ
ｉがローレベル（従って、書き込み制御線／Ｗｉがハイレベル）の場合には、インバータ
７４が不活性状態、インバータ７２が活性状態となる。
【０１５８】
書き込み制御線Ｗｉ、／Ｗｉは、記憶回路７０の各ビットに共通に供給されているから、
結局のところ、書き込み制御線Ｗｉがハイレベルの場合には、記憶回路７０のデータ保持
部７３とデータ線ｄ０～ｄ５との間が接続されるとともに、インバータ７２によるデータ
の保持作用が消えるから、記憶回路７０へのデータの書き込みが可能となり、書き込み制
御信号Ｗｉがローレベルの場合には、データ保持部７３とデータ線ｄ０～ｄ５との間が切
り離されるとともに、インバータ７２によるデータの保持作用が有効となって、データ保
持部７３のそれぞれに１ビットのデータが保存されるようになる。
【０１５９】
図６に戻り、各書き込み制御線Ｗｉ、／Ｗｉは、行駆動回路としてのワード線駆動回路３
５に接続されている。ワード線駆動回路３５は、デコーダ３６と、バッファ３７とで構成
されていて、デコーダ３６によって選択された一組の書き込み制御線Ｗｉ、／Ｗｉについ
ては、書き込み制御線Ｗｉはハイレベルで、書き込み制御線／Ｗｉはローレベルとなり、
デコーダ３６によって選択されていないその他の書き込み制御線Ｗｉ、／Ｗｉについては
、書き込み制御線Ｗｉはローレベルで、書き込み制御線／Ｗｉはハイレベルとなる。
【０１６０】
これに対し、データ線Ｘ１～Ｘｎのそれぞれは、データ線駆動回路４０に接続されている
。データ線駆動回路４０は、デコーダ４５と、入力制御回路４６と、列選択スイッチ部４
７とで構成されている。
【０１６１】
デコーダ４５の各出力は、各ドット毎のディジタルデータのビット数ｋ（この例では、ｋ
＝６）×３（この３は、画素Ｐを構成するＲ、Ｇ、Ｂの三原色に対応する数字である。）
本に分岐されていて、その分岐出力線と、入力制御回路４６の同じくｋ×３本の出力線と
が交差しており、デコーダ４５の分岐された出力線と入力制御回路４６の出力線とが一対
一に対応するように列選択スイッチ部４７の各スイッチング素子４７ａが配設されている
。
【０１６２】
そして、デコーダ４５によって任意の出力が選択されると、その選択された出力の各分岐
出力線によって列選択スイッチ部４７の各スイッチング素子４７ａが活性化され、入力制
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御回路４６の出力はその活性化されたスイッチング素子４７ａによって一組のデータ線（
例えば、Ｘ１、Ｘ２及びＸ３）単位で表示画面２０側に供給される。表示画面２０側に供
給された画像データは、そのとき選択されている書き込み制御線Ｗｉ、／Ｗｉによって書
き込み状態となっている一つの記憶回路７０に書き込まれることになる。
【０１６３】
入力制御回路４６には、メモリコントローラ８０から、ｋ×３ビットの画像信号が供給さ
れるようになっており、そのメモリコントローラ８０は、図示しないＣＰＵによって制御
されるようになっている。また、デコーダ３６及び４５は、アドレスバッファ８１によっ
てそれぞれが選択するアドレスが制御されるようになっており、アドレスバッファ８１は
タイミングコントローラ８２によって制御されるようになっている。
【０１６４】
そして、データ線駆動回路４０のデコーダ４５にはイネーブル信号Ｅ nblXが供給され、ワ
ード線駆動回路３５のデコーダ３６にはイネーブル信号Ｅ nblYが供給されるようになって
いて、デコーダ４５及び３６は、ハイレベルのイネーブル信号Ｅ nblX及びＥ nblYが入力さ
れると、全てのデータ線Ｘ１～Ｘｎを選択し、全ての書き込み制御線Ｗ１～Ｗｍを選択す
るようになっており、そのときには、画像信号は全てハイレベルになる。
【０１６５】
そして、本実施の形態でも、副データ線駆動回路５０が設けられていて、その副データ線
駆動回路５０には、データ線Ｘ１～Ｘｎのうち、緑（Ｇ）の発色が可能な有機エレクトロ
ルミネッセンス素子に対応したデータ線Ｘ２、Ｘ５、Ｘ８、…、Ｘ（ｎ－１）に接続され
ている。但し、データ線Ｘ２、Ｘ５、Ｘ８、…、Ｘ（ｎ－１）のそれぞれに含まれる配線
ｄ０～ｄ５の全てではなく、有機エレクトロルミネッセンス素子１２のうち最大の面積Ｓ
６に対応した配線ｄ５のみが、スイッチング素子５２を介して、キャラクタ表示用電圧Ｖ
CHR に接続可能となっている。つまり、本実施の形態にあっても、データ線駆動回路４０
には、データ線Ｘ１～Ｘｎの全てが接続されているが、副データ線駆動回路５０には、デ
ータ線Ｘ１～Ｘｎの一部であるＧの発色が可能な有機エレクトロルミネッセンス素子に対
応したデータ線Ｘ２、Ｘ５、Ｘ８、…、Ｘ（ｎ－１）の、さらに一部の配線ｄ５のみが選
択的に接続されている。
【０１６６】
本実施の形態にあっては、カラー表示モード期間Ｔ１では、ワード線駆動回路３５及びデ
ータ線駆動回路４０が有効となって、デコーダ３６によって任意の書き込み制御線Ｗｉ、
／Ｗｉが選択されるとともに、デコーダ４１によって任意のデータ線Ｘｉが選択され、そ
のデータ線Ｘｉにｋ×３ビットの画像信号が乗って表示画面２０側に供給される。すると
、書き込み制御線Ｗｉ、／Ｗｉによって選択されている画素Ｐに含まれるＲ、Ｇ、Ｂ毎の
各記憶回路７０に、データ線Ｘｉ上の画像信号が書き込まれる。
【０１６７】
ここで、例えば、ハイレベルの信号を１、ローレベルの信号を０とし、配線ｄ５に０の信
号が供給され、それ以外の配線ｄ０～ｄ４に１の信号が供給されているものとすると、記
憶回路７０のうち配線ｄ５に接続されているインバータ７４の出力は１となり、それ以外
の配線ｄ０～ｄ４に接続されているインバータ７４の出力は０となる。よって、記憶回路
７０の各データ保持部７３、…、７３のインバータ７４側のノードには、図７の上側から
、１０００００というデータが書き込まれたことになり、そのデータがインバータ７１で
反転されてＰＭＯＳトランジスタ７５、…、７５のゲートに供給されるから、有機エレク
トロルミネッセンス素子１２の面積Ｓ６に対応するＰＭＯＳトランジスタ７５だけがオン
となり、それ以外のＰＭＯＳトランジスタ７５はオフとなる。その結果、有機エレクトロ
ルミネッセンス素子１２は、面積Ｓ６の部分だけで発光することになるから、全面積（Ｓ
１＋Ｓ２＋Ｓ３＋Ｓ４＋Ｓ５＋Ｓ６）に対する発光量は、５０％（＝３２／６３）となる
。この発光状態は、記憶回路７０に別のデータが書き込まれる次のタイミングまで継続す
る。
【０１６８】
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つまり、面積Ｓ１～Ｓ６の比を上記のように設定しているため、データ線Ｘｉから各記憶
回路７０に書き込むディジタルデータを適宜設定することにより、各ドット毎に６４階調
、従って、各画素Ｐ毎では２６２１４４（＝６４×６４×６４）色の出力が可能となって
いる。
【０１６９】
そして、単色表示モード期間Ｔ２に移行する際には、上記第１の実施の形態と同様に、イ
ネーブル信号Ｅ nblX及びＥ nblYがハイレベルとなり、画像信号が全てハイレベルとなるた
め、表示画面２０内の全ての画素が一斉にリセットされる。
【０１７０】
次いで、イネーブル信号Ｅ nblX及びＥ nblYがローレベルに戻った後には、データ線駆動回
路４０に代えて、副データ線駆動回路５０が有効となる。
【０１７１】
よって、デコーダ３６によって任意の書き込み制御線Ｗｉが選択されるとともに、デコー
ダ５１によりＧに対応した任意のデータ線Ｘ２、Ｘ５、Ｘ８、…、の配線ｄ５と、電源配
線５３との間が任意のタイミングで接続されることになるから、任意の画素Ｐを、発光量
５０％（＝３２／６３）のＧで発光させることができ、それを利用して所望のキャラクタ
を表示することができる。
【０１７２】
このように、上記第１の実施の形態ではアナログデータ、この第３の実施の形態ではディ
ジタルデータ、という違いはあるものの、本実施の形態であっても、上記第１の実施の形
態と同様の作用効果が得られる。
【０１７３】
なお、この第３の実施の形態では、いわゆる面積階調方式により各ドットの発光量に階調
を与えるようにしているが、複数種類の外部アナログ電圧を利用してドット毎に階調を与
える方式も採用可能である。
【０１７４】
図８は、外部アナログ電圧利用階調方式の一例を示す図であって、一つのドット分を示し
ている。即ち、各ドットは、複数（この例では、４つ）の有機エレクトロルミネッセンス
素子１２を有しており、各有機エレクトロルミネッセンス素子１２毎に、ＰＭＯＳトラン
ジスタ１３、ＮＭＯＳトランジスタ１４及び保持容量１５が設けられていて、ＮＭＯＳト
ランジスタのゲートには行方向配線としての共通のワード線Ｗが接続され、ＮＭＯＳトラ
ンジスタのソースには別々の配線ｄ０～ｄ３が接続されている。
【０１７５】
そして、ＰＭＯＳトランジスタ１３の有機エレクトロルミネッセンス素子１２とは逆側並
びに保持容量１５のＮＭＯＳトランジスタ１４とは逆側は、別々の共通給電線Ｖ Oエレク
トロルミネッセンス 1～Ｖ Oエレクトロルミネッセンス 4に接続されていて、それら共通給
電線Ｖ Oエレクトロルミネッセンス 1～Ｖ Oエレクトロルミネッセンス 4の電圧は、図９に示
すように、それらの電圧によって得られる有機エレクトロルミネッセンス素子１２の輝度
Ｂ１～Ｂ４が、
Ｂ１：Ｂ２：Ｂ３：Ｂ４＝１：２：４：８
となるように設定されている。
【０１７６】
このような構成であると、各ドット毎に、有機エレクトロルミネッセンス素子１２を全て
発光させた場合の輝度を１５とすると、例えば、配線ｄ０に対応した有機エレクトロルミ
ネッセンス素子１２だけを発光させれば輝度は１／１５、配線ｄ４に対応した有機エレク
トロルミネッセンス素子１２だけを発光させれば輝度は８／１５、配線ｄ０に対応した有
機エレクトロルミネッセンス素子１２及び配線ｄ１に対応した有機エレクトロルミネッセ
ンス素子１２を発光させれば輝度は３／１５、という具合になるから、各ドット毎に１６
階調が得られることになる。
【０１７７】
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よって、このような階調方式を第３の実施の形態の図７の構成に代えて採用したとしても
、その第３の実施の形態と同様の効果が発揮できる。
なお、上述の実施形態において、データ線駆動回路、副データ線駆動回路、走査線駆動回
路、及び副走査線駆動回路のそれぞれを、データ線及び走査線が配置された基体内に配置
するか、データ線及び走査線が配置された基体と別体にして配置するかについては、仕様
等などに対応して適宜選択することができる。また、上記の駆動回路のそれぞれに含まれ
るトランジスタとしては、シリコンベースのトランジスタ及び薄膜トランジスタのいずれ
も使用可能であるが、駆動回路をデータ線及び走査線が配置された基体内に配置する場合
は、薄膜トランジスタにより駆動回路を構成することが好ましい場合がある。一方、駆動
回路をデータ線及び走査線が配置された基体と別体にして配置する場合は、シリコンベー
スのトランジスタを駆動回路のトランジスタとして用いることが好ましい場合がある。
【０１７８】
データ線駆動回路、副データ線駆動回路、走査線駆動回路、及び副走査線駆動回路のうち
いくつかを一体にしてデータ線または走査線の制御用半導体装置として配置することも可
能である。
【０１７９】
＜電子ブック＞
先ず、本発明を電子機器である電子ブックに適用した例について説明する。図１０に示す
ように、電子ブック９１は、ＣＤＲＯＭ等の記憶媒体に格納される電子出版に係る書籍な
どのデータを表示装置の表示画面に表示して読むようにしたものである。
【０１８０】
この電子ブック９１は、ブック形状のフレーム９２と、このフレーム９２に開閉可能なカ
バー９３とを有している。フレーム９２には、その表面に表示面を露出させた状態の表示
装置９４と、操作部９５とが設けられている。
【０１８１】
この電子ブック９１は、表示装置９４が上述した有機エレクトロルミネッセンス表示装置
１０に基づいて構成されており、図示しないドライバにより表示装置９４が駆動されるよ
うになされている。
【０１８２】
＜モバイル型コンピュータ＞
次に、電子機器であるモバイル型のパーソナルコンピュータに適用した例について説明す
る。図１１は、このパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。パーソナルコン
ピュータ１００は、図１１に示すように、キーボード１０２を備えた本体部１０４と、上
述した有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０に基づいて構成された表示装置１０６
とから構成されている。
【０１８３】
＜携帯電話＞
次に、電子機器である携帯電話の表示部に適用した例について説明する。図１２は、この
携帯電話２００の構成を示す斜視図である。この携帯電話２００は、図１２に示すように
、複数の操作ボタン２０２のほか、受話口２０６、送話口２０４とともに、上述した有機
エレクトロルミネッセンス表示装置１０に基づいて構成された表示装置６４を備えている
。
【０１８４】
＜ディジタルスチルカメラ＞
さらに、ファインダに用いたディジタルスチルカメラに適用した例ついて説明する。図１
３は、このディジタルスチルカメラ３００の構成を示す斜視図であるが、外部機器との接
続についても簡易的に示すものである。
【０１８５】
通常のカメラは、被写体の光像によってフィルムを感光するのに対し、ディジタルスチル
カメラ３００は、被写体の光像をＣＣＤ（ Charge Coupled Device）などの撮像素子によ
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り光電変換して撮像信号を生成するものである。
【０１８６】
ディジタルスチルカメラ３００におけるケース３０２の背面には、上述した有機エレクト
ロルミネッセンス表示装置１０に基づいて構成された表示装置３０４が設けられ、ＣＣＤ
による撮像信号に基づいて、表示を行う構成となっている。このため、表示装置３０４は
、被写体を表示するファインダとして機能する。また、ケース３０２の観察側（図におい
ては裏面側）には、光学レンズやＣＣＤなどを含んだ受光ユニット３０６が設けられてい
る。
【０１８７】
ここで、撮影者が表示装置３０４に表示された被写体像を確認して、シャッタボタン３０
８を押下すると、その時点におけるＣＣＤの撮像信号が、回路基板３１０のメモリに転送
・格納される。
【０１８８】
また、このディジタルスチルカメラ３００にあっては、ケース３０２の側面に、ビデオ信
号出力端子３１２と、データ通信用の入出力端子３１４とが設けられている。そして、図
示のように、前者のビデオ信号出力端子３１２にはテレビモニタ４３０が、また、後者の
データ通信用の入出力端子３１４にはパーソナルコンピュータ４４０が、それぞれ必要に
応じて接続される。さらに、所定の操作によって、回路基板３１０のメモリに格納された
撮像信号が、テレビモニタ４３０や、パーソナルコンピュータ４４０に出力される構成と
なっている。
【０１８９】
なお、電子機器としては、図１０の電子ブック９１、図１１のパーソナルコンピュータ１
００、図１２の携帯電話２００、図１３のディジタルスチルカメラ３００の他にも、液晶
テレビや、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーシ
ョン装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ
電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。そして、これらの各
種電子機器の表示部として、上述した表示装置が適用可能なのは言うまでもない。
【０１９０】
以上のように、本発明について、複数の実施の形態を挙げて説明した。しかし、本発明は
上述の実施の形態に適用されることに限定されるものではない。
【０１９１】
すなわち、上述の実施の形態では、副データ線駆動回路５０には、データ線の一部が選択
的に接続されて構成しているが、副データ線駆動回路５０には、データ線の全てを接続し
て構成されていてもよい。
【０１９２】
また、上述の実施の形態において、データ線駆動回路４０及び副データ線駆動回路５０は
、それぞれ接続されているデータ線に対応した電圧（値）を出力しているが、電流（値）
を出力することもできる。
【０１９３】
また、上述の実施の形態では、副データ線駆動回路５０は、キャラクタ表示をする場合に
ついて説明しており、具体的には、文字表示、携帯電話における電波強度の表示、日付、
カレンダ、デスクトップパターン等、静止画や簡易な表示を行うデータ線の駆動回路や断
線等の検査回路或いはプリチャージ回路等として利用できる。
【０１９４】
さらに、副データ線駆動回路５０は、データ線駆動回路４０とともに動作させてもよく、
副データ線駆動回路５０の出力とデータ線駆動回路４０の出力を重ね合わせることで、例
えば、いわゆるスーパーインポーズ等のような画像処理効果を得ることができる。
【０１９５】
この場合、例えば、図１４中（Ａ）に示すような一画面分の走査線を駆動させるための水
平走査信号の出力がなされている場合に、その期間内に、データ線駆動回路４０からの出
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力と、副データ線駆動回路５０からの出力とを分ける、具体的には、図１４中（Ｂ）に示
すように、その水平走査期間（水平走査線駆動期間）における、その前半にデータ線駆動
回路４０からデータ信号▲１▼を出力する一方で、図１４中（Ｃ）に示すように、その後
半に副データ線駆動回路４０に切り替えて、この副データ線駆動回路４０データからデー
タ信号▲２▼を出力する。また、この場合、データ信号▲１▼及びデータ信号▲２▼の供
給期間（データ線の駆動タイミング）については適宜設定することができ、例えば、この
図に示すように、データ信号▲１▼の供給期間をデータ信号▲２▼の供給期間よりも長く
設定する。例えば、データ信号▲１▼が画像信号或いは動画信号であり、データ信号▲２
▼が簡単な情報からなる場合に、データ信号▲１▼の供給期間をデータ信号▲２▼の供給
期間よりも長く設定する。
【０１９６】
このような構成において、副データ線駆動回路５０によりキャラクタ文字表示させると、
最初の絵の上にキャラクタ文字表示が重なっているように表示されるようになる。
【０１９７】
例えば、従来は、オリジナルの画像データ（メモリ上にあるデータ）を直接電気的に加工
していたが、上述のように表示することで、そのように加工する場合に比べて構成を極め
て簡単にして同等な画像処理効果を得ることができるようになる。
【０１９８】
なお、データ線駆動回路４０と副データ線駆動回路５０とによるデータ線Ｘ１～Ｘｎの駆
動タイミングについては、水平走査期間内に先に副データ線駆動回路５０によりなされる
ようにしてもよく、或いは前記水平走査期間内にデータ線駆動回路４０と副データ線駆動
回路５０とを交互に動作させてデータ線Ｘ１～Ｘｎを駆動するようにしてもよい。
【０１９９】
また、上述の実施の形態では、データ線駆動回路４０或いは副データ線駆動回路５０は、
ラッチ回路を含んで構成してもよい。図１５には、上述の第１の実施の形態の有機エレク
トロルミネッセンス表示装置１０が２段として第１及び第２のラッチ回路８１，８２を備
えていている場合のものを示している。
【０２００】
このような構成とされた有機エレクトロルミネッセンス表示装置において、デジタルデー
タは、データ線Ｘ１～Ｘｎに対応した複数のスイッチング素子８４、…、８４がシフトレ
ジスタ４１のシフト動作に同期して順次選択されることで、データ供給線Ｄ１～Ｄｍから
パラレル供給される。そして、そのデータは、第１のラッチ回路８１にてサンプリングさ
れて、さらに第２のラッチ回路８２に転送されてそこでいったんストアされて、Ｄ／Ａコ
ンバータ回路８３を介して、対応する各データ線Ｘ１～Ｘｎに出力される。
【０２０１】
この有機エレクトロルミネッセンス表示装置１０は、データ線Ｘ１～Ｘｎへの出力段にラ
ッチ回路を配置することで、例えば、アドレス線を設けることなく、所望のデータ線を駆
動させることができるようになる。
【０２０２】
また、上述の第１の実施の形態では、副データ線駆動回路５０をデコーダ５１を設けて構
成しているが、デコーダ５１に代えて、シフトレジスタを採用することも可能である。シ
フトレジスタを採用した場合、単色表示モード期間Ｔ２でもデータ線Ｘ２、Ｘ５、Ｘ８、
…、Ｘ（ｎー１）を順に駆動させることが必要となるが、デコーダ５１に比べて配線が簡
単で済むから、副データ線駆動回路５０によってデータ線を順に駆動させても消費電力が
それほど大きくならない場合、例えば、画素数がそれほど大きくない場合には採用する価
値がある。
【０２０３】
また、上述の第２の実施の形態においても、デコーダ５１及び６１のいずれか一方或いは
両方を、シフトレジスタで置き換えることも可能であり、そのようなシフトレジスタを利
用した構成は、上記と同様に副データ線駆動回路５０や副走査線駆動回路６０によってデ
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ータ線や走査線を順に駆動させても消費電力がそれほど大きくならない場合、例えば、画
素数がそれほど大きくない場合には採用する価値がある。
【０２０４】
また、上述の実施の形態では、電気光学装置が有機エレクトロルミネッセンス表示装置で
ある場合について説明している。しかし、これに限定されるものではなく、電気光学装置
が、液晶装置や液相分散と電気泳動粒子とを含む泳動分散媒が収容されてなる電気泳動装
置であってもよい。要は、本発明が適用された電気光学装置は、格子状に配線された複数
のデータ線及び走査線と、データ線と走査線との各交差部に対応して配置された電気光学
素子と、を備えた電気光学装置であって、データ線を駆動可能なデータ線駆動回路と、前
記データ線駆動回路とは別に前記データ線を駆動可能な副データ線駆動回路と、を備えて
いることを特徴とするものである。
【０２０５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、副データ線駆動回路を設ける構成、若しくは副デ
ータ線駆動回路及び副行駆動回路の両方を設ける構成としたため、データ線駆動回路や走
査線駆動回路或いは行駆動回路だけで表示制御、断線等の検査或いはプリチャージを行う
場合に比べて、消費電力を低減することができるという効果がある。
【０２０６】
特に、請求項１、７、１１、１６、１７、１８、２６、３０、３５、３６、３７、４３、
４５、５０、５２、５３、５４に係る発明であれば、消費電力をより顕著に低減すること
が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す回路図である。
【図２】第１の実施の形態の作用を説明するための波形図である。
【図３】有機エレクトロルミネッセンス材料の発光輝度の特性図である。
【図４】有機エレクトロルミネッセンス材料の発光効率の特性図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態を示す回路図である。
【図６】本発明の第３の実施の形態の示す回路図である。
【図７】第３の実施の形態の各ドット毎の構成を示す回路図である。
【図８】第３の実施の形態の変形例を示す回路図である。
【図９】図８の構成における各外部電源の電圧と輝度との関係を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態の電子機器の例である電子ブックの外観構成を示す斜視図
である。
【図１１】上記電子機器の例であるコンピュータの外観構成を示す斜視図である。
【図１２】上記電子機器の例である携帯電話の外観構成を示す斜視図である。
【図１３】上記電子機器の例であるディジタルスチルカメラの外観構成を示す斜視図であ
る。
【図１４】データ線駆動回路の出力と副データ線駆動回路の出力とを重ねることの説明に
使用した図である。
【図１５】上記第１の実施の形態のデータ線駆動回路にラッチ回路を含んだ構成を示す回
路図である。
【図１６】従来の構成を示す回路図である。
【符号の説明】
１０　有機エレクトロルミネッセンス表示装置
２０　表示画面
３０　走査線駆動回路（行駆動回路）
３２　バッファ
３３　デコーダ
４０　データ線駆動回路
４１　シフトレジスタ
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４２　スイッチング素子
５０　副データ線駆動回路
５１　デコーダ
５２　スイッチング素子
６０　副走査線駆動回路（副行駆動回路）
６１　デコーダ
６２　バッファ
９１　電子ブック
１００　パーソナルコンピュータ
２００　携帯電話
３００　デジタルスチルカメラ
Ｘ１～Ｘ１２　データ線
Ｙ１～Ｙ７　走査線（行方向配線）
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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